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 衆議院情報監視審査会の年次報告書について 
 
【報告書の提出】 

情報監視審査会規程第22条の規定により、情報監視審査会は、毎年

１回、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書を作成して議長

に提出し、議長はこれを公表することとされている。  

情報監視審査会の活動は原則非公開であるが、本報告書は、国民に

対する情報開示に努めるとの基本認識の下、平成28年２月１日から平

成29年１月31日までの調査の経過及び結果等について、委員間の合意

を得て取りまとめたものである。  
 
【衆議院情報監視審査会の構成】（平成 29 年１月 31 日現在） 

会 長 額 賀 福志郎 君 自民 

岩 屋   毅 君 自民 

平 沢 勝 栄 君 自民 

今 津   寬 君 自民 

大 塚 高 司 君 自民 

井 出 庸 生 君 民進 

後 藤 祐 一 君 民進 

漆 原 良 夫 君 公明 

 

 政府に対する意見（調査結果）  
 

昨年に続き、本審査会では、特定秘密の提示の要求を含む数次にわ

たる調査を行うとともに、委員間で活発な議論を行った。  

その結果、本審査会として政府の特定秘密の指定・解除及び適性評

価の実施状況に対する意見として適当と判断したものを、委員間で協

議し、以下のとおり合意した。  

本審査会は、政府に対し、引き続き当審査会並びに立法府に対する

説明責任を十分果たすとともに、本審査会において指摘された事項及

び年次報告書の意見（審査会意見）について、早急に改善を図ること

を強く求めるところであり、本意見に対し、政府が具体的な改善を行

わない場合、必要に応じて国会法第102条の16に基づく改善勧告 1を行

うものとする。  

                                                   
1 国会法第 102 条の 16 において、「情報監視審査会は、調査の結果、必要があると認めるときは、行政機関

の長に対し、行政における特定秘密の保護に関する制度の運用について改善すべき旨の勧告をすることが

できる」こととされている。 

衆議院情報監視審査会 

平成 28 年年次報告書（概要版） 
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【政府に対する意見】 
 
(1) 行政文書不存在関係  

① 行政文書が不存在の特定秘密（物件のように文書作成が困難なも

のを含むものを除く。）については、その必要性や出現可能性につ

いて厳格に審査した上で、特定秘密の指定を行うこと。  

② 具体的な情報が出現する前に特定秘密をあらかじめ指定する場合

は、その出現の蓋然性が極めて高い場合に限り、最低限の期間に区

切った上で特定秘密の指定を行うこと。  

  また、指定後においても、具体的な情報の出現可能性を年１回の

定期点検のみならず、随時点検し、出現が見込めないと判断した場

合は、直ちに当該指定の解除を行うこと。なお、情報が不存在のま

ま有効期間の更新を行わないこと。  

③ 特定秘密保護法の逐条解説 2に基づく、いわゆる「あらかじめ指定」

が拡大しすぎていることを踏まえ、より適切な規定を定めること。

その際、例外的な取扱いであることを明記するとともに、厳格な要

件を定めること。 

④ 行政文書及び物件もなく、職員の知識の中にだけ存在する特定秘

密の指定は、暫定的な処置としてやむを得ない場合を除き行わない

こと。 
 
(2) 作成から 30 年を超える特定秘密文書関係  

① 特定秘密保護法施行前から保有している行政文書で、作成から 30

年を超える行政文書を特定秘密文書として保有している場合、若し

くは、今後保有しようとする場合、独立公文書管理監が審査を行う

ことや指定の有効期間を通じて 30 年を超えて延長する場合と同等

の厳格な手続を課す措置を検討すること。  

② 特定秘密文書の保存期間満了に伴い、特定秘密文書を廃棄及び廃

棄予定とする場合は、当審査会に件数及び文書等の名称、廃棄する

合理的理由を記した資料を提出し、説明すること。  

③ 当初の特定秘密指定において「平成 26年までに」「平成 26年以前」

と指定管理簿及び指定書に記載し、かつ、平成 26 年より前の特定

秘密を保有していない場合は、「平成 26 年に」と記述を改めること。  
 
(3) 政府における指定理由に係る定期点検、内部監査関係  

① 内閣情報調査室は、行政機関の定期点検や検査等において各行政

機関が是正した事項について把握し、当審査会に報告するとともに、

公表すること。  

                                                   
2 内閣官房特定秘密保護法施行準備室「特定秘密の保護に関する法律【逐条解説】」平成 26 年 12 月９日 
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② 内閣情報調査室は、各行政機関がそれぞれの内規に基づいて行う

定期点検の点検日、点検項目、点検内容について取りまとめ、その

実施状況について国会報告に掲載すること。  

③ 内閣情報調査室は、各行政機関が特定秘密を指定解除した時は、

各行政機関の指定解除についての情報を収集し、随時、当審査会に

報告し、公表すること。  
 
(4) 独立公文書管理監関係  

① 独立公文書管理監は、行政機関の長等に対し是正の求め等を行っ

た場合は、各行政機関が講じた措置を含め当審査会に速やかに報告

し、公表するとともに、適切なフォーローアップを行うこと。  

② 特定秘密文書等管理簿をチェックするための方針を定め、当審査

会に報告するとともに、それに基づいた検証・監察の結果について

も報告すること。 

③ 歴史公文書に該当しない特定秘密文書の廃棄について徹底した検

証を行うこと。 

④ 内閣総理大臣報告 3 後速やかに当審査会に検証・監察の基礎的資

料等を示すなど、その内容を詳細に説明すること。  
 
(5) 特定秘密の指定の在り方関係  

① 経済産業省が指定する４件の特定秘密は、いずれも資源エネルギ

ー庁のみが政策上必要とする情報とも考えられることから、資源エ

ネルギー庁が当該特定秘密を指定し、保有するよう検討すること。 

② 特定秘密文書が各行政機関においてどのように共有され、提供さ

れるか、その流れを当審査会に明らかにし、指定された特定秘密ご

との文書等の件数一覧に記載するとともに、当審査会に説明するこ

と。 
 
(6) 国会報告及び情報監視審査会における政府の説明関係  

① 情報監視審査会が、年次報告書で表明した意見については、その

対応方針及び状況を国会報告に速やかに反映させ、担当大臣から当

審査会への説明の機会において説明すること。  

② 情報監視審査会が、平成 27 年年次報告書で表明した意見について、

政府においては未だ対応が不十分なものがあるため、引き続き、改

善等の取組に努めること。  

  

                                                   
3 「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成 26 年

10 月 14 日閣議決定）」に基づき、独立公文書管理監は、特定秘密の指定、その有効期間の設定及び延長並

びに指定の解除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正を確保するため独立公文書管理監及び行政

機関の長がとった措置の概要を、毎年 1 回、内閣総理大臣に報告することとされている。 
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 平成 27 年「政府に対する意見」（審査会意見）への政府の対応状況  
 

平成27年年次報告書で記載した審査会意見で表明した事項について

は、十分に措置が講じられている事項が認められる一方で、いまだ指

摘事項に対し、十分な措置が講じられていない事項がある。対応が講

じられていないものの中には、対応に時間を要する事項や、更に検討

を要する事項も存在しているが、政府に対し引き続き適切な対応を求

める。 

なお、本審査会は、その対応状況について今後も政府にその説明を

求め、調査を行っていくものである。  

 

 情報監視審査会の指摘に基づき、政府において措置を講じた事項  
 

審査会における各委員からの指摘等により政府において措置を講じ

た主な事項は、以下のとおりである。  
 

① 行政文書が不存在の特定秘密が多数あることが明らかとなったた

め、それらの在り方について、審査会において種々指摘を行った結

果、内閣官房及び関係行政機関において一定の措置が講じられた。 

 ※ その概要は、特定課題として、本報告書「第３ ３(1)特定秘密

文書不存在問題」において記載している。  

② 適性評価の実施結果が人事評価及び任用に影響するおそれがある

ことから、適性評価実施担当者と人事担当者が同一人となっていた

警察庁及び防衛省防衛監察本部において、適性評価の実施事務を担

当する課長補佐級以下の担当者につき、人事評価及び任用に直接関

与しないこととした。また、内閣官房から、関係行政機関に対し、

当該事項に関する事務連絡を発出し、趣旨の徹底を図った。 

③ 防衛省の特定秘密指定書のうち、当該特定秘密の対象となる期間

が明記されているもので、当該特定秘密指定管理簿には当該期間が

明記されていないものがあった。指摘を踏まえ、防衛省において指

定管理簿にも期間を明記するよう検討することとなった。 

④ 法務省の特定秘密指定書等における指定の整理番号の一部並びに

特定秘密管理者の官職及び業務を行わせる職員の範囲を不開示情

報としていたが、指摘を踏まえ、法務省において、これらの記載を

開示するという取扱いに変更した。（平成 27 年指摘分） 

⑤ 平成 27 年審査会意見(1)において、特定秘密の内容を示す名称に

ついて政府として総点検を行い、早急に改めることとしており、そ

の結果、計６件の指定書について修正が必要だと考えられる記載が

発見されたため、当該指定書を所管する警察庁（１件）及び外務省
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（５件）は修正を行った。（平成 27 年指摘分） 

⑥ 独立公文書管理監が実際の調査を行うに当たっては、特定秘密文

書自体を直接確認した上で検証・監察を行う必要があるとの指摘を

行った。指摘を受け、独立公文書管理監が実施する、例えば、平成

28 年８月９日付是正の求め等の検証、監察においては、従来に比べ

積極的な姿勢で文書を確認している。（平成 27 年指摘分） 

 

 今後の調査方針及び課題  
 

本報告書の対象期間中、調査を進める中で、特定秘密が記録された

行政文書不存在問題、古い行政文書を特定秘密として指定する場合の

在り方などの課題が浮上し、特定秘密の提示を求めて調査を実施した。

これらの様々な問題点や課題のうち、未解決の事項については、引き

続き調査を続行する必要がある。  

また、昨年来の課題のうち、国家安全保障会議の４大臣会合におけ

る議論についての情報開示の在り方や外務省等の特定秘密の指定の在

り方については、引き続き調査を行う必要がある。  

今後は、工程表に基づき引き続き調査の実施を継続し、必要に応じ

て随時特定秘密の提出・提示を求めるなど、一層の深化、具体化を図

ることとする。また、通常の調査とは別に特定課題についても、海外

の事例などを参考とし、引き続き検討を進める。  
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 調査及び審査の経過  
 

本報告書が対象とする期間中、審査会を12回開催し、うち10回にお

いて、政府からの説明聴取及び対政府質疑を行った。また、平成28年

５月12日には、平成27年年次報告書について参考人から意見を聴取し、

質疑を行った。特定秘密の提供については、平成28年11月30日の審査

会において、警察庁及び経済産業省からそれぞれ提示を受けた。  

なお、委員会等からの審査の申出はなかった。  

対象期間中における当審査会の主な活動経過は以下のとおりである。 
 

【活動経過】 

年 月 日  事  項  

平成 28（2016） 

1． 4  

 

第 190 回国会（常会）召集（会期 150 日間 6. 1 まで）  

3．23  ○情報監視審査会【第２回】  

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、独立公文書管理監） 

3．30  ○情報監視審査会【第３回】  

・平成 27 年年次報告書の決定  

額賀会長から大島議長に平成 27 年年次報告書を提出  

4． 1  衆議院本会議にて、額賀会長は、平成 27 年年次報告書につい

て報告  

4．20  ○情報監視審査会【第４回】  

・対政府質疑（外務省）  

   4．26  ◆政府が「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の  

実施の状況に関する報告」を閣議決定し国会及び情報監視審

査会に報告  

   5．12  ○情報監視審査会【第５回】  

・参考人からの意見聴取  

 國見 昌宏君（元内閣衛星情報センター所長）  

 中村  滋君（前駐マレーシア大使）  

 三木由希子君（特定非営利活動法人情報公開クリアリング

ハウス理事長）  

   5．18  ○情報監視審査会【第６回】  

・岩城国務大臣から説明聴取（特定秘密の指定及びその解除

並びに適性評価の実施の状況に関する報告）  

8． 1  第 191 回国会（臨時会）召集（会期３日間 8. 3 まで） 

8． 3  議長において、委員松本純君の辞任を許可した。 

   8．31  

  ～9．11 

○海外派遣［イギリス、ドイツ、アメリカ］（欧米各国におけ

る情報機関に対する議会の監視等の実情調査）  

   9．26  第 192 回国会（臨時会）召集（会期 83 日間 12.17 まで） 

 衆議院本会議にて今津寬君（自民）委員選任、宣誓 
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年 月 日  事  項  

10．14  ○情報監視審査会【第１回】  

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、独立公文書管理監及

び国家安全保障会議）  

10．17  ○情報監視審査会【第２回】  

・説明聴取及び対政府質疑（海上保安庁、防衛省及び防衛装

備庁）  

10．26  ○情報監視審査会【第３回】  

・説明聴取及び対政府質疑（警察庁、総務省、法務省、公安

調査庁及び経済産業省） 

11． 9  ○情報監視審査会【第４回】  

・説明聴取及び対政府質疑（外務省）  

11．21  ○情報監視審査会【第５回】  

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房、公安調査庁、外務省、

防衛省及び防衛装備庁） 

・特定秘密提示要求決議 

11．30  ○情報監視審査会【第６回】  

・特定秘密の提示（警察庁及び経済産業省）  

・説明聴取及び対政府質疑（警察庁、経済産業省及び資源エ

ネルギー庁）  

平成 29（2017）  

   1．20  第 193 回国会（常会）召集（会期 150 日間 6.18 まで）  

   1．30  ○情報監視審査会【第１回】  

・説明聴取及び対政府質疑（内閣官房及び国家安全保障会議） 

  

 

【関係省庁からの説明聴取及び質疑】 

関係省庁からの説明聴取及び質疑については、本審査会が原則非公

開であること等を考慮した上で、政府参考人からの説明概要、委員か

らの主な質疑・意見及び政府参考人の答弁についての概要・趣旨を記

載している。その上で、各項目を工程表に対応した分類で整理してい

る。そのうち、行政機関全般に係る以下の課題については、特定課題

事項として特に取りまとめを行っている。 
 

(1) 特定秘密が記録された行政文書（特定秘密文書）不存在問題  

(2) 古い行政文書を特定秘密文書とする場合の手続の在り方  

(3) 定期点検の在り方 


